
調布都市計画地区計画

岩戸北二丁目周辺地区地区計画
の変更（原案）について

令和元年12月13日（金）・14日（土）

狛江市 都市建設部 まちづくり推進課
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これまでの経緯
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岩戸北二丁目周辺地区におけるまちづくり～地区計画の策定～

3

具体的なルールを定めた

「地区整備計画区域」
位置：狛江市岩戸北二丁目，

岩戸北一丁目各地内
面積：約8.6ｈａ

岩戸北二丁目周辺地区

「地区計画区域」

位置：狛江市岩戸北二丁目，
岩戸北一丁目，
東野川一丁目各地内

面積：約19.9ｈａ

岩戸北二丁目周辺地区地区計画 都市計画決定
平成30年

３月30日



岩戸北二丁目周辺地区におけるまちづくり～第２段階の取組み～

１）低層住宅地区のまちづくり

２）公園・広場の整備

○生活道路網の形成

○都市計画道路の事業化を見据えたまちづくり

など

岩戸北二丁目周辺地区地区計画 都市計画決定
平成30年

３月30日

第２段階の取組みへ

岩戸北二丁目周辺地区のまちづくりの今後の課題
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平成30年度

岩戸北二丁目周辺地区におけるまちづくり～これまでの経緯～
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岩戸北二丁目周辺地区地区計画（変更原案）

地区計画の目標
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都市計画マスタープランでの位置づけ

7

位置：狛江市岩戸北二丁目，岩
戸北一丁目及び東野川
一丁目各地内

面積：約19.9ｈａ

岩戸北二丁目周辺地区

パンフレット P2



都市計画マスタープランでの位置づけ

8

狛江市都市計画マスタープラン＜土地利用の方針＞

岩戸北二丁目周辺地区

パンフレット P2



岩戸北二丁目周辺地区地区計画（変更原案）

区域の整備・開発及び保全に関する方針
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（１）土地利用の方針

10

追加

パンフレット P2



（１）土地利用の方針

11

■中高層住宅地区Ⅰ･Ⅱ
既存の緑豊かな大規模

研究施設と共同住宅の住
環境の保全や既存樹木等
の緑の保全・育成等によ
る景観形成を図り，周辺
の低層住宅地の住環境や
街並みと調和する土地利
用を目指します。

■地域交流地区
日用品店舗や飲食店をはじめとする商

業，業務及び居住機能の立地を促進し，
地域の日常生活を支える都市機能の充実
を図ります。

■幹線道路沿道地区
調３・４・16号線の整備に伴い，後

背部の低層住宅地の住環境に配慮しつ
つ，街路沿道の景観形成，良好な居住
機能及び地域の日常生活を支える都市
機能の充実を図ります。

低層住宅地区
一戸建て住宅や

低層共同住宅が調
和する安全で緑豊
かなゆとりのある
低層住宅地の形成
を目指します。

変更

パンフレット P2



（２）地区施設の整備方針
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■低層住宅地区における生活道路基盤の整備
今後の調３・４・４号線及び調３・４・７号線の事業化を見据えつ

つ，安全で緑豊かなゆとりのある低層住宅地の形成を目指します。

幅員４ｍ未満の狭あい道路の拡幅整備，開発行為，道路
位置指定等により整備された区画道路等を適切に維持し，
幅員４ｍ以上の適切な生活道路網の形成を図ります。

開発行為や道路位置指定等により整備された行き止まり
道路の奥敷地においては，災害時の二方向避難経路の確保
を図ります。

追加

追加

パンフレット P3



（３）建築物等の整備の方針
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(1)建築物等の用途の制限

(2)建築物の敷地面積の最低限度

(3)壁面の位置の制限

(4)壁面後退区域における工作物の設置の制限

(5)建築物等の高さの最高限度

(6)建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

(7)垣又は柵の構造の制限等

緑豊かなゆとりのある良好な住環境の保全・形成を図りつつ，駅周辺や幹
線道路沿道において地域交流拠点にふさわしい都市機能を充実していくた
め，以下の制限を地区整備計画に定めます。

１ 地区整備計画に盛り込む事項

パンフレット P3



（３）建築物等の整備の方針
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調３・４・４号線及び調３・４・７号線の整備に伴う都市計画道路
沿道の土地利用と低層住宅地の安全で緑豊かなゆとりのある
住環境が調和する市街地形成を目指して，建築物等の用途の
制限，建築物の敷地面積の最低限度，壁面の位置の制限，建
築物等の高さの最高限度及び垣又は柵の構造の制限等を検討
します。

なお，中高層住宅地区Ⅰ・Ⅱにおいては，既存の大規模研究
施設の土地利用転換に際して，区画道路及び歩道状空地，環
境緑地，通路，緑地の整備及びこれらの周辺まちづくりへの配
慮に応じて，低層住宅地区から一定の水平距離を確保した建築
物等の高さの最高限度の緩和を含む総合的な建築物等の整備
計画を検討します。

２ 将来的に地区整備計画に盛り込むべき事項

変更

パンフレット P3



岩戸北二丁目周辺地区地区計画（変更原案）

地区整備計画
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（１）地区区分図【計画図１】

16

追加

パンフレット P4



（２）地区施設配置図【計画図２】
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パンフレット P4



建築基準法で定められている幅員４m以上の確保を明確化し、
地区内の十分な歩行空間の確保や防災性の向上に努めていきます。

（２）地区施設の配置及び規模
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■幅員４ｍ以上の区画道路に新たに位置づける路線

パンフレット P5



地区内の主要な生活道路として、将来的に５ｍの道路空間を
確保し、沿道と一体となった快適な空間形成を図っていきます。

（２）地区施設の配置及び規模

19

■幅員５ｍ(区画道路８号は区域外を含めた幅員4.5ｍ）の区画道路
に位置づける路線

パンフレット P5



種 類 名 称 幅 員 延 長 備考

道 路

区画道路１号 6.0ｍ～7.6ｍ 約240ｍ 既設

区画道路２号 6.0ｍ 約100ｍ 既設

区画道路３号 6.0ｍ 約150ｍ 拡幅 計画図２参照

区画道路４号 6.0ｍ 約200ｍ 既設

区画道路５号 5.0ｍ 約145ｍ 拡幅

区画道路６号 5.0ｍ 約70ｍ 拡幅

区画道路７号 5.0ｍ 約65ｍ 拡幅

区画道路８号 2.5ｍ(4.5ｍ) 約80ｍ 拡幅

区画道路９号 8.0ｍ 約105ｍ 既設

区画道路10号 3.0ｍ(6.0ｍ) 約50ｍ 既設

区画道路11号 4.0ｍ 約20ｍ 既設

区画道路12号 2.0ｍ(4.0ｍ) 約15ｍ 既設

区画道路13号 2.0ｍ(4.0ｍ) 約460ｍ 拡幅

区画道路14号 2.0ｍ(4.0ｍ) 約50ｍ 拡幅

区画道路15号 2.0ｍ(4.0ｍ) 約35ｍ 既設

区画道路16号 2.0ｍ(4.0ｍ) 約50ｍ 既設

区画道路17号 4.0ｍ～5.0ｍ 約130ｍ 既設

区画道路18号 4.0ｍ 約50ｍ 既設

区画道路19号 5.0ｍ 約60ｍ 既設

区画道路20号 4.0～4.5ｍ 約250ｍ 拡幅

区画道路21号 2.0ｍ(4.0ｍ) 約255ｍ 拡幅

区画道路22号 4.0ｍ～7.1ｍ 約150ｍ 既設

（２）地区施設の配置及び規模

20
（ ）内は区域外を含めた全幅員を示す。

パンフレット P5



種 類 名 称 幅 員 延 長 備考

道 路

区画道路23号 4.0ｍ 約60ｍ 既設

区画道路24号 2.0ｍ(4.0ｍ) 約35ｍ 既設

区画道路25号 4.0ｍ 約110ｍ 既設

区画道路26号 4.0ｍ～4.2ｍ 約75ｍ 既設

区画道路27号 4.0ｍ 約60ｍ 既設

区画道路28号 4.0ｍ 約70ｍ 拡幅

区画道路29号 4.0ｍ 約10ｍ 拡幅

区画道路30号 4.5ｍ 約20ｍ 既設

区画道路31号 4.5ｍ 約25ｍ 既設

区画道路32号 4.0ｍ 約45ｍ 拡幅

区画道路33号 4.0ｍ 約55ｍ 既設

区画道路34号 4.0ｍ 約80ｍ 既設

区画道路35号 4.0ｍ 約40ｍ 既設

区画道路36号 4.0ｍ 約20ｍ 既設

区画道路37号 4.0ｍ 約80ｍ 既設

区画道路38号 4.0ｍ～4.5ｍ 約55ｍ 一部拡幅

区画道路39号 4.0ｍ 約85ｍ 拡幅

区画道路40号 5.0ｍ 約95ｍ 既設

区画道路41号 4.0ｍ 約95ｍ 既設

区画道路42号 4.0ｍ 約100ｍ 既設

区画道路43号 4.0ｍ 約60ｍ 既設

（２）地区施設の配置及び規模

21
（ ）内は区域外を含めた全幅員を示す。

パンフレット P5



（３）建築物等に関する事項

22

対象地区地区整備計画（まちづくりのルール）の項目

１建築物の用途の制限 地域交流地区

４壁面後退区域における工作物の設置の制限

６建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

７垣または柵の構造の制限等

３隣地境界線からの壁面の位置の制限

２道路境界線からの壁面の位置の制限 低層住宅地区

低層住宅地区

低層住宅地区

低層住宅地区

低層住宅地区

パンフレット
P６～P11

５建築物等の高さの最高限度 中高層住宅地区Ⅱ
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建築物の用途の制限１

対象地区 地域交流地区

地域交流地区

地区区分 地域交流地区

建築物等の
用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。
(1)工場
(2)倉庫業を営む倉庫
(3)マージャン屋，ぱちんこ屋，射的場，勝馬投票券発売所，
場外車券売場その他これらに類するもの

追加

地域の日常生活を支える適切な商業・業務機能
及び沿道サービス機能の立地を誘導するため，建
築物等の用途の制限を定める。

パンフレット P6
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地区区分 低層住宅地区

壁面の位置の制限

１ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置は，区画道路
の道路境界線から 1.0 ｍ 以上とする。
２ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線まで
の距離は 0.6 ｍ 以上とする。
３ 前項の規定に満たない距離にある建築物又は建築物の部分
が，次のいずれかに該当する場合においてはこの限りでない。
(１) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が 3.0 ｍ
以下であるもの
(２) 物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く。）に供
し，軒の高さが 2.3 ｍ 以下で，かつ，床面積の合計が５㎡以
内であるもの
(３) 自動車車庫で軒の高さが 2.3 ｍ 以下であるもの

追加

低層住宅地の住環境の確保及び緑のネットワーク形
成に向けた環境緑地の確保を図るため，区画道路や
調３・４・16号線に沿った建築物等の壁面の位置の制
限を定める。
また，低層住宅地においては，適正な隣棟間隔の確
保を図るため，隣地境界線に沿った建築物等の壁面
の位置の制限を定める。

対象地区

道路境界線からの壁面の位置の制限２

区画道路沿道
の敷地

低層住宅地区

パンフレット
P７～８



道路 25

横から見たイメージ

区画道路沿道の敷地では、区画道路境界線から建築物の壁ま
たはこれに代わる柱の面までの距離は１.０ｍ以上とします。

区
画
道
路
境
界
線

道路境界線からの壁面の位置の制限２

区画道路境界線

道 路

上から見たイメージ

建築物

壁面後退部分は
敷地面積に含まれます

後退区域

道路境界線から１ｍ以上

対象地区
区画道路沿道

の敷地
低層住宅地区

1.0m

1.0m

道路境界線から１ｍ以上

パンフレット P８パンフレット
P７～８
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地区区分 低層住宅地区

壁面の位置の制限

１ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置は，区画道路
の道路境界線から 1.0 ｍ 以上とする。
２ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線まで
の距離は 0.6 ｍ 以上とする。
３ 前項の規定に満たない距離にある建築物又は建築物の部分
が，次のいずれかに該当する場合においてはこの限りでない。
(１) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が 3.0 ｍ
以下であるもの
(２) 物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く。）に供
し，軒の高さが 2.3 ｍ 以下で，かつ，床面積の合計が５㎡以
内であるもの
(３) 自動車車庫で軒の高さが 2.3 ｍ 以下であるもの

追加

低層住宅地の住環境の確保及び緑のネットワーク形
成に向けた環境緑地の確保を図るため，区画道路や
調３・４・16号線に沿った建築物等の壁面の位置の制
限を定める。
また，低層住宅地においては，適正な隣棟間隔の確
保を図るため，隣地境界線に沿った建築物等の壁面
の位置の制限を定める。

対象地区

隣地境界線からの壁面の位置の制限３

区画道路沿道
の敷地

低層住宅地区

パンフレット
P７～８
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↓道路境界線

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

隣地境界線

道 路

0.6ｍ以上

0.6ｍ以上 0.6ｍ以上

壁面の位置

壁
面
の
位
置

壁
面
の
位
置

建築物

横から見たイメージ 上から見たイメージ

隣
地
境
界
線

0.6ｍ以上

壁
面
の
位
置

壁
面
の
位
置

建築物の壁またはこれに代わる柱の面から、隣地境界線まで
の距離は０.６ｍ以上とします。

対象地区 低層住宅地区

0.6ｍ以上

隣地境界線からの壁面の位置の制限３ パンフレット P８パンフレット
P７～８
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建物を隣接する敷地との隣地境界線から0.6ｍ下がったところ
から建てることで、敷地の周りにフェンス等を除き約0.5ｍの
有効な空間が確保されます

対象地区 低層住宅地区

隣地境界線からの壁面の位置の制限３ パンフレット
P７～８
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壁面後退区域の工作物の設置制限４

地区区分 低層住宅地区

壁面後退区域の
工作物の設置制限

計画図２に示す区画道路５から８号までに接道する敷地では,
道路中心線から2.5ｍの区域内には,門,塀,フェンス,看板等の工
作物を設置してはならない。ただし，次の各号に掲げるものを
除く。
(1)電柱及び無電柱化に伴う変圧器等公共公益上必要なもの
(2)その他,景観等支障がないと市長が特に認めるもの

追加

歩道状空地の整備及び環境緑地の確保を図るため，
壁面後退区域における工作物の設置の制限を定める。

対象地区

区画道路沿道
の敷地

低層住宅地区

パンフレット P９



道
路
中
心
線

横から見たイメージ 道
路
境
界
線

2.0m

道路中心線から2.5m
以内の区域には
工作物を設置ができ
ません

30

壁面後退区域の工作物の設置制限４

幅員５ｍ（区画道路８号は区域外を含めた幅員4.5ｍ）の位
置づけがされている区画道路５～８号沿道の敷地においては、
壁面の位置の制限により道路中心線から2.5ｍ以内の区域に
門、塀、フェンス、看板等の工作物の設置してはいけません。

対象地区
幅員５ｍに位置付ける
区画道路沿道の敷地

低層住宅地区

0.5m

5.0ｍ
区画道路

パンフレット P９
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建築物等の高さの最高限度５

対象地区

地区区分 中高層住宅地区Ⅱ

建築物等の
高さの最高

限度

１ 計画図３建築物等の高さの最高限度を定める区域における建築物等の高さ
の最高限度は，前面道路の反対側の境界線からの水平距離が15ｍ以内の区域
においては高さ12ｍ以下，前面道路の反対側の境界線からの水平距離が15ｍ
を超え20ｍ以内の区域においては高さ15ｍ以下とする。
２ この規定の適用の際，現に存する建築物であって，前項の規定に適合し
ない部分を有するものの建替えで，次のいずれにも該当し，良好な居住環境
を保全する上で支障がなく，やむを得ないと市長が認めて許可するものは，
前項第１号の規定は適用しない。
(１)狛江市まちづくり条例（平成15年条例第12号。以下「条例」という。）
第33条に規定する開発等事業に該当するものは，条例第５章の手続を経てい
ること。
(２)建て替え後の建築物の敷地面積が，原則として現に存する建築物の敷地面
積を下回らないこと。
(３)建て替え後の建築物の最高高さが，現に存する建築物の最高高さ以下であ
ること。
(4) 建て替え後の絶対高さで定める高さを超える部分を含む階の床面積の合
計が，現に存する建築物の当該部分の床面積の合計以下であること。
(5) 建て替え後の計画が，建て替え前と比較して周囲の環境に与える影響が
改善されるものであるか，又は同程度のもの。

追加

中高層住宅地区Ⅱ

パンフレット P10
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地区区分 低層住宅地区

建築物等の形態
又は色彩その他の

意匠の制限

１ 建築物の屋根，外壁及びこれに代わる柱並びに工作物の色
彩は，街並みと調和した落ち着いた色調とし，狛江市景観まち
づくりビジョン第２編ガイドライン編の規定に適合するものと
する。
２ 屋外広告物等を設置する場合には，狛江市景観まちづくり
ビジョン第２編ガイドライン編の規定により，周囲の景観に配
慮するよう，形態及び設置場所に留意したものとする。

追加

建築物等の色彩その他の意匠については，狛江市景
観まちづくりビジョン第２編ガイドライン編の規定に適合
するものとする。

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限６

対象地区 低層住宅地区

パンフレット P11



建築物の屋根、外壁及びこれに代わる柱並びに工作物の色彩
は、街並みと調和した落ち着いた色調とし，「狛江市景観ま
ちづくりビジョン第２編ガイドライン編」の規定に適合する
ものとします。
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限６

対象地区 低層住宅地区

パンフレット P11
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地区区分 低層住宅地区

垣又はさくの構造
の制限

道路に面して設ける垣又は柵の構造は，地盤面からの高さが
1.8ｍ以下で生け垣又は透過性を有するフェンスとし，震災時
に倒壊のおそれのあるブロック塀その他これに類するものを設
けてはならない。ただし，次の各号のいずれかに該当するもの
は，この限りでない。
(1) 垣又は柵の基礎の部分のうち，地盤面からの高さが0.6ｍ
以下のブロック又はこれに類するもの
(2) 門柱の袖壁の幅が2.0ｍ以内の部分
(3) 隣地のプライバシー等への配慮を目的として設ける柵で，
ブロック塀その他これに類するものではないもの

追加

緑豊かで地震に対して安全な住環境の形成を図るよう，
垣又は柵の構造の制限を定め，高さの高いブロック塀
を制限し，地区特性に応じた敷地の緑化を誘導する。

対象地区 低層住宅地区

垣又は柵の構造の制限等７ パンフレット P11



道路に面して設ける垣または柵の構造は、地盤面からの高さ
が1.8ｍ以下で、生け垣または透過性を有するフェンスとし、
ブロック塀その他これに類するものは設けてはいけません。
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60㎝以下の
ブロック塀はOK

180㎝以下

60㎝以下60㎝以下

高さは180㎝以下の生け垣
又は透過性のあるフェンス

垣又は柵の構造の制限等７

対象地区 低層住宅地区

パンフレット P11
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今後のスケジュール
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令和元年６月

令和元年12月

令和２年２月

令和２年３月

第11回まちづくり懇談会（変更素案）

都市計画法第17条公告・縦覧

都市計画審議会（諮問）
都市計画決定・告示

都市計画法第16条公告・縦覧

原案へのご意見を頂きながら、関係機関との協議を進め、都市計画の案を作成し、
都市計画決定を目指していきます。

地区計画原案説明会 （本日）

都市計画審議会（報告）令和元年11月

パンフレット P12

令和元年
12月13日及び14日



今後のスケジュール
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【告示日】
令和元年12月12日（木）

【縦覧期間】
令和元年12月13日（金）～令和元年12月26日（木）
（土・日曜日，祝日を除く）

【時間】
午前８時30分～午後５時

【場所】
狛江市まちづくり推進課（市役所５階）

【意見書の提出期間】
令和元年12月13日（金）～令和２年１月９日（木）
（土・日曜日，祝日を除く）

【提出先】
狛江市まちづくり推進課（市役所５階）

【提出できる方】
地区計画原案等に係る区域内の土地の所有者その他都市計画法施行令第10条の

４で定める利害関係を有する方（区域内の土地にについて対抗要件を備えた地上
権若しくは賃借権又は登記した先取特権，質権若しくは抵当権を有する方等）

原案の縦覧及び意見書の提出について

パンフレット P12
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地区計画の原案又は案を作成する場合には縦覧を行います。また，都市計画法に基づき

意見書を提出することができます（16条縦覧は下記の土地所有者等，17条縦覧は市民等

が対象です）。

●16条縦覧の意見書を提出できる方

（１）地区計画等の案に係る区域内の土地の所有者その他対抗要件を備えた地上権若しく

は賃借権又は登記した先取特権，質権若しくは抵当権を有する方

（２）その土地若しくはこれらの権利に関する仮登記，その土地若しくはこれらの権利に

関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人

●意見書の提出方法

意見書を提出される方は，以下の事項を記載した意見書に，権利を有する土地の付近見

取図を添付し，必ず書面にてご提出ください。

（１）提出者の氏名または名称，住所又は所在地及び電話番号並びに法人その他の団体に

あっては代表者の氏名

（２）都市計画の名称

（３）権利を有する土地の所在地，権利の種類及び面積

（４）意見及びその理由

原案の縦覧及び意見書の提出について

パンフレット P12


